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広告
「個人番号カード」（マイナンバーカード）は、
申請により、初回は無料で交付されます

　マイナンバー制度についてのお問い合わせは、次のフリーダイヤル
へおかけください。「通知カード」「マイナンバーカード」に関するこ
とや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

【問い合わせ】　町民課　窓口サービス係　☎（83）1225

平　日　午前９時30分～午後８時
土日祝　午前９時30分～午後５時30分（年末年始を除く）

マイナンバー総合フリーダイヤル　8 0120-95-0
マ
1
イ
7
ナン
8
バー

公式サイト

高額医療費の負担が軽減される場合

例）Ａ町→Ｂ市→Ｄ市→Ｂ市→Ａ町と転居した場合

国
民
健
康
保
険
の
広
域
化
に
伴
う
制
度
変
更
に
つ
い
て

平成30年
４月から

改　正（案）
現　行

有効期限までそのまま使えます。

【
問
い
合
わ
せ
】　
町
民
課
　
国
保
年
金
係
　
☎（
83
）１
２
２
５

○は高額療養費に該当した月を示し
ます。
４月からは、Ａ町の１回（４月）に
Ｂ市の２回（５月・７月）がカウン
トに加わり、多数回に該当する４回
目は８月になります。
※平成30年３月末までは、従前の
制度が適用されます

県 市町村 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

Ａ県
Ａ町 ○ ○ ○

Ｂ市 ○ ○

Ｃ県 Ｄ市 ○

　
国
民
健
康
保
険
に
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、

所
得
や
年
齢
に
応
じ
て
月
単
位
で
負

担
額
に
限
度
を
設
け
、
限
度
額
を
超

え
た
分
を
支
給
す
る
高
額
療
養
費
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
こ
の
限
度
額
は
市
町

村
ご
と
に
計
算
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

広
域
化
後
は
都
道
府
県
単
位
で
限
度

額
を
計
算
す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ

る
た
め
、
医
療
費
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
新
た
に
導
入
さ
れ
る
仕
組
み
は
次

の
2
つ
で
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
県
内
転
居
に
際
し

多
数
回
該
当
を
受
け
や
す
く
な
り
ま

す
。 Ⅰ

　
月
単
位
で
設
け
ら
れ
る
限
度

額
に
つ
い
て
、
月
途
中
に
、
県
内

市
町
村
間
に
お
い
て
転
居
を
し
た

場
合
、
限
度
額
を
2
分
の
１
に
減

額
し
ま
す
。

Ⅱ
　
1
年
の
う
ち
4
回
以
上
高
額

療
養
費
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
限

度
額
を
軽
減
す
る
制
度
（
多
数
回

該
当
）
に
つ
い
て
、
県
内
市
町
村

間
を
転
居
し
た
場
合
で
も
、
回
数

を
通
算
し
ま
す
。

県
内
転
居
者
を
対
象
と
し
た

高
額
医
療
費
の
負
担
軽
減

　
平
成
30
年
4
月
か
ら
の
「
国
民
健

康
保
険
の
広
域
化
」
に
伴
っ
て
、
加

入
者
資
格
は
都
道
府
県
単
位
で
一
体

的
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

加
入
者
資
格
の
届
出
受
付
と
被
保
険

者
証
の
発
行
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

町
が
行
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
被
保
険
者
証
の
記

載
内
容
の
一
部
が
、
下
記
の
よ
う
に

変
更
に
な
り
ま
す
。

　
記
載
内
容
の
変
更
は
、
原
則
と
し

て
、
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
が
切
れ
、
更
新
さ
れ
る
際

に
行
わ
れ
ま
す
。

都
道
府
県
単
位
で
資
格
を
管
理
・

保
険
証
記
載
内
容
の
変
更

●町から被保険者証の更新案内が届く
までは、現在、お手元にある保険証
をそのままお使いください。

●松田町における被保険者証の改正は
交付年月日が平成30年10月1日の
一斉更新のものからとなります。

４回目
多数回該当

変わります

変わります

平成30年度から　被保険者証が変わります
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6
月
に
実
施
予
定
の
第
4
回
ま
つ
だ
マ

イ
ス
タ
ー
検
定
の
問
題
を
広
く
募
集
し
ま

す
。
町
の
歴
史
・
文
化
・
事
業
に
つ
い
て

の
事
柄
で
、「
町
の
魅
力
を
伝
え
る
」
内

容
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
過
去
の
検
定

問
題
は
町
公
式
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
参
照
の
上
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く

だ
さ
い
（
採
用
を
確
約
す
る
も
の
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

【
応
募
・
問
い
合
わ
せ
】

政
策
推
進
課
　
経
営
戦
略
係

E
-M

ail
：kikaku@

tow
n.m

atsuda.
kanagaw

a.jp

☎（
83
）１
２
２
２
　
FAX（
83
）１
２
２
９

　
平
成
30
年
度
の
「
寺
子
屋
ま
つ
だ
」
の
申
し
込
み
を
３
月
３
日

（
土
）
か
ら
９
日
（
金
）
ま
で
受
け
付
け
ま
す
（
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
。
４
日
は
除
く
）。
参
加
希
望
の
方
は
申
し
込
み
用
紙
（
小

学
校
に
て
配
布
。
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
に
も
あ
り
ま
す
）
に
ご
記

入
の
上
、
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
１
階
事
務
室
の
教
育
課
生
涯
学
習

係
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
町
観
光
協
会
は
、
昭
和
53
年
に
設
立
さ
れ
て
以

来
約
40
年
間
、
会
長
個
人
が
代
表
者
を
務
め
る 

「
任
意
団
体
」
と
し
て
、町
の
観
光
事
業
の
振
興
と

健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
活
動
し 

て
き
ま
し
た
。し
か
し
、地
域
経
済
の
振
興
や
文
化

の
発
展
な
ど
へ
の
貢
献
が
強
く
期
待
さ
れ
、
更
な

る
組
織
強
化
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
昨
年
１
月
か
ら
、
法
人
化
に
向
け
た
準

備
を
開
始
し
、
1
年
間
か
け
て
、
法
人
化
に
つ
い

て
討
議
し
た
結
果
、
法
人
税
の
課
税
な
ど
、
何
点

か
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
生
じ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を

補
っ
て
余
り
あ
る
メ
リ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
結
論
に
達
し
ま
し
た
（
左
表
）。

　
今
月
中
旬
に
開
催
す
る
臨
時
総
会
の
審
議
を
経

た
上
で
、
一
般
社
団
法
人
に
移
行
す
る
見
込
み
と

な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
臨
時
総
会
の
結
果
は
、
本
紙
4
月
号
に
て
ご
報

告
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

町
観
光
協
会
　
　
　
　
　
　
　
☎（
85
）３
１
３
０

観
光
経
済
課
　
観
光
推
進
係
　
☎（
83
）１
２
２
８

　
　

 

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
♪♪

松
田
町
長
　
本
山 

博
幸

　
松
田
山
の
桜
が
河
津
桜
か
ら
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
へ

と
移
り
変
わ
る
早
春
の
候
、
町
民
の
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
益
々
ご
健
勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、３
月
は
進
学
・
就
職
な
ど
新
た
な
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
に
向
け
て
備
え
る
月
で
あ
り
、
４
月
は

年
頭
に
誓
っ
た
自
分
の
夢
な
ど
の
目
標
に
向
け
た

計
画
を
実
行
に
移
す
ス
タ
ー
ト
の
月
で
す
。
何
事

に
も
準
備
が
肝
要
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
準
備
が

必
要
な
の
か
分
か
ら
ず
、
不
安
を
覚
え
る
事
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
は
経
験
者
に
頼
る
の

が
一
番
で
す
。
私
も
先
輩
諸
兄
の
助
言
に
耳
を
傾

け
、
そ
の
背
中
を
見
な
が
ら
自
分
自
身
を
作
り
上

げ
て
来
ま
し
た
。〝
生
涯
勉
強
の
連
続
〟
と
思
い

ま
す
の
で
、
謙
虚
に
す
べ
て
を
受
け
止
め
て
、
自

分
の
経
験
は
次
世
代
に
手
渡
し
て
い
き
た
い
と

常
々
考
え
て
い
ま
す
。

　
ふ
る
さ
と
大
使
で
あ
る
渡わ

た

辺な
べ

元も
と

智の
り

さ
ん
の
教
え

に
〝
目
標
が
そ
の
日
そ
の
日
を
支
配
す
る
〟
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
目
標
を
強
く
意
識
す
る
事

で
、
自
然
と
そ
の
日
一
日
の
行
動
が
目
標
達
成
に

向
け
て
集
約
さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈

し
て
い
ま
す
。
新
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
皆

様
の
幸
福
度
の
維
持
向
上
と
い
う
目
標
を
念
頭

に
、
各
種
事
業
を
執
り
行
う
た
め
の
し
っ
か
り
と

し
た
準
備
（
予
算
編
成
）
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
執
行
者
で
あ
る
町
側
が
策
定
し
た
予
算
案
を

議
会
に
お
諮
り
し
、
双
方
で
議
論
を
重
ね
、
車
の

両
輪
（
運
命
共
同
体
）
と
し
て
町
政
経
営
を
行
う

た
め
の
承
認
を
頂
い
た
上
で
、
よ
う
や
く
新
年
度

に
向
け
た
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
時
期
は
職
員
に
お
い
て
も
年
度
末
ま

で
の
事
業
完
了
と
新
年
度
の
準
備
が
重
な
り
、
多

忙
を
極
め
ま
す
が
、
目
標
達
成
の
た
め
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
協
働
の
ま
ち
づ
く

り
に
向
け
て
、
ご
支
援
・
ご
協
力
賜
り
ま
す
こ
と

を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

鼓
動 

〜
コ
ド
ウ
〜

　観光振興の基幹組織として、運営及び財政面に
おいて自立できる経営感覚を持つことで、観光振
興を通じた地域経済の活性化や地域文化発展への
貢献をはじめ、交流人口の増加及び定住促進など
により、新しいスタイルのにぎわいの創出を図る。

▶一般社団法人化の目的 ●平成29年１月26日
法人化研究会の発足に関する
正副会長顧問会議開催

●平成29年５月11日
「松田町観光協会法人化研究
会の報告（答申）」が町観光協
会長に提出される

●平成29年５月19日
理事会にて報告・承認される

●平成29年５月27日
総会において一般社団法人化
について承認される

●平成29年10月～12月
法人設立準備会を計５回開催

▷法人運営におけるメリット

	 団体としての資産保有
→法人名義で銀行口座の開設や不動産登
記、商標登録などをすることができる。

	 法人名義による契約締結ができる。

	 権利・義務の明確化による社会的信頼性・
　　信用度の向上
→旅行会社との連携や、商品販売ルート
の確保などが容易になる。

	 公共事業への入札参加が容易になる。
→指定管理者制度による管理運営受託者
となることができる。

	 事故や事件などによる損害賠償について、
　　団体として責任を負うことができる。
　　→会長個人の負担軽減

	 町職員の出向などが可能になる。

	 税理士などの関与が可能になる。
　　→会計処理などのさらなる透明化

1

2

3

4

5

6

7

▷法人運営におけるデメリット

	 収入にかかわらず、法人税が課税される。

	 会計処理が複雑化し、税理士費用の負担
が増える。

1

2

観光推進

法
人
化
に
よ
り
、さ
ら
な
る
観
光
振
興
・
地
域
活
性
化
を—

組織をさらに強化します

町
観
光
協
会

一
般
社
団
法
人
化

は

を
目
指
し
て
い
ま
す
！

３月３日（土）
より受付開始！

参加無料・申し込み制
（一部定員制・先着順）

開始時間 講　座 対象者

午前９時 チャレンジ英検（５級） 小５～中３
英会話① 小３～中３

午前10時 英会話② 小５～中３
チャレンジ英検Jr.（初級） 小３～小６

午前11時 そろばん 小３～中３

午後１時 コーラス 小１～中３
ペン習字② 小５～一般

午後２時　ペン習字① 小１～中３
午後３時 チャレンジ算数検定 小４～中３
◎参加対象／町内在住の小・中学生（ペン習字②は一般も可）
◎１講座50分、会場は町民文化センター
　※日程の詳細は申し込み用紙または町公式サイトにて
◎この他、午前９時〜午後３時の間にタブレットを使っ
て自習することができます（算数・数学・国語・英検）。

【問い合わせ・申し込み】
教育課　生涯学習係　☎（83）7021

寺
子
屋
ま
つ
だ

ま
つ
だ
マ
イ
ス
タ
ー
検
定

出
題
問
題
を
大
募
集
！

生
徒
募
集
！

生
徒
募
集
！

松
田
町
は
移
住
・
定
住
の
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
住
宅
取
得
促
進
奨
励
金
は
、
家
を
建
て
た
日
か
住
所
を
移
し
た
日
の
遅
い
日
か
ら
、
半
年
以
内
に
申
請
す
る
と
補
助
金
が
も
ら
え
る
制
度
で
す
。

そ
の
金
額
は
い
く
ら
で
し
ょ
う
か
（
答
え
は
次
号
）。

　①
10
万
円

　②
15
万
円

　③
20
万
円

　④
25
万
円

《 

挑
戦
！
ま
つ
だ
マ
イ
ス
タ
ー
検
定 

》


